
 居宅介護支援事業 常勤嘱託職員の募集  
 

 

応募資格 介護支援専門員の資格を有すること。介護（予防）プランの作成経験があることが望ましい。 

 パソコンでの入力を行うため、パソコンの操作ができること。自転車に乗れること。 

  

応募方法 下記「問い合わせ先」に事前にお電話をお願いします。（必須） 

 履歴書（JIS規格・顔写真貼付）、職務経歴書を電話申込後に送付してください。 

  

受付期間 随時～求人が終わり次第終了 

  

給与 月額２２１，６００円～２５１，５００円  実務経験等により決定 

 賞与 なし 

 
 
 

通勤手当 月額３２，０００円を上限に定期金額を支給（支給方法は別途定めあり） 
   

社会保険 ・健康保険  ・厚生年金保険 

  

労働保険 ・雇用保険  ・労災保険 

  

勤務場所 大阪市浪速区社会福祉協議会  浪速区在宅サービスセンター 

 ＜所在地：大阪市浪速区難波中３－８－８＞ 

  

業務内容 居宅介護支援の一連業務  

 介護予防計画の作成、給付管理、介護予防サービス事業者との調整、利用者状況の把握 等 

  

募集人員 １名 
   

採用時期 随時（相談可）  試用期間２か月有 
   

雇用期間 令和２年３月３１日まで（更新する場合がある。更新条件あり） 

  

勤務日 月曜日～金曜日 （週５日勤務） 

  

勤務時間 ９：００～１７：３０ （休憩時間 １２：１５～１３：００） 
）  原則時間外労働なし  ただし、突発的ケース対応が発生する場合あり 

  

休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月 29日～1月 3日） 

 ただし、土曜日は状況により出勤になる場合あり 

  

年次有給休暇 採用２か月経過後に規程にもとづき付与（初年度：年間１５日） 

  

採用試験  1次：書類審査   2次：面接試験 

 日時：1次書類審査の結果連絡時に、合格者のみ 2次面接試験を実施 
 
 

 場所：浪速区社会福祉協議会 （浪速スポーツセンター1階） 

  

お問合せ 大阪市浪速区社会福祉協議会 担当：伊藤・富田 
  ℡０６－６６３６－６０２７ 

  

備   考 採用後は、社会福祉法人大阪市浪速区社会福祉協議会の常勤嘱託職員としての雇用に 

 なります。 

 


